
【質疑応答】

【質問1】（所谷会員）

定款第19条は（3か月）40条は（1ケ月）とあるがどちらかに統一してはどうか。

【答え】（楠瀬副会長）

定款第19条の（3か月）を（3ケ月）に訂正する。

【質問2】（竹島会員）

定款第11条第3項の「同法第91条第1項第2号」と何か。

【答え】（楠瀬副会長）

「代表理事以外の理事であって、理事会の決議によって理事会設置一般社団法人の業務を執行

する理事として選定されたもの」である

その改正案について承認を求めたところ、上記の質疑応答を踏まえて満場異議なくこれを承

認可決した。

閉会の辞　　副会長　巴　昭彦

円滑な議事進行に協力いただいたことに謝辞を述べ閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、

議長および議事録著名人が記名押印する。
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